
　
7
月
27
日
に
第

67
回
定
期
総
会
が

開
か
れ
、
今
年
度

の
京
都
府
保
険
医

協
会
の
活
動
方
針

が
承
認
さ
れ
た
。

こ
の
活
動
方
針
を
基
に
、
国
民

皆
保
険
制
度
を
守
り
、
医
療
保

障
拡
充
を
求
め
て
い
く
運
動
を

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
6
月
18
日
に
「
医
療
・
介
護

総
合
確
保
法
」
が
成
立
し
た
。

十
分
な
審
議
も
さ
れ
ず
、
ま

た
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用

料
の
2
割
負
担
化
に
関
し
て
は

そ
の
根
拠
と
な
る
資
料
の
誤
り

が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
を
厚
労
相

が
認
め
、
国
会
の
場
で
撤
回
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
19
も
の

法
案
が
一
括
に
成
立
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
今
後
の
具
体
化
に
対

し
地
域
の
医
師
と
し
て
監
視
、

対
応
を
務
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
医
療
・
介
護
提
供
体
制
改
革

の
中
で
、「
川
上
」
の
改
革
と

し
て
10
月
か
ら
「
病
床
機
能
報

告
制
度
」
が
施
行
さ
れ
る
。
こ

れ
は
有
床
診
療
所
も
含
め
病
院

が
現
在
、
高
度
急
性
期
・
急
性

期
・
回
復
期
・
慢
性
期
の
ど
の

機
能
を
担
っ
て
い
る
か
、
そ
し

て
今
後
ど
う
い
っ
た
機
能
を
担

お
う
と
考
え
て
い
る
か
を
都
道

府
県
に
届
け
出
る
制
度
で
あ

る
。
こ
の
届
出
を
基
に
都
道
府

県
は
医
療
・
介
護
の
提
供
体
制

の
方
向
性
を
決
め
る
「
地
域
医

療
構
想
（
ビ
ジ
ョ
ン
）」
を
策

定
し
て
病
床
の
機
能
別
の
必
要

量
に
近
づ
く
よ
う
に
提
供
体
制

を
構
築
し
て
い
く
。
こ
の
目
的

は
病
床
の
削
減
と
平
均
在
院
日

数
の
短
縮
で
あ
る
。

　
4
月
の
診
療
報
酬
改
定
に
お

い
て
も
「
川
上
」
の
改
革
と
し

て
患
者
を
入
院
医
療
機
関
か
ら

地
域
・
在
宅
へ
返
す
よ
う
診
療

報
酬
で
の
誘
導
を
行
っ
た
。
具

体
的
に
は
7
対
1
看
護
基
準
病

床
に
お
い
て
、
平
均
在
院
日
数

の
算
定
要
件
の
ハ
ー
ド
ル
を
上

げ
、
ま
た
確
実
な
在
宅
復
帰
の

要
件
化
な
ど
で
7
対
1
看
護
基

準
病
床
を
絞
り
込
み
、
要
件
を

満
た
せ
な
い
病
院
は
地
域
包
括

ケ
ア
病
床
や
回
復
期
リ
ハ
病

床
、
ま
た
は
療
養
病
床
な
ど
へ

の
転
換
を
強
い
ら
れ
る
事
態
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題

は
病
院
だ
け
の
問
題
で
は
な

い
。「
川
上
」
の
改
革
で
押
し

流
さ
れ
た
患
者
は
「
川
下
」
で

あ
る
地
域
へ
と
移
っ
て
く
る
。

し
か
し
、「
川
下
」の
受
け
皿
が

十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。今
後
、地
域
の
病
院

機
能
の
変
化
に
よ
っ
て
、
病
診

連
携
に
変
化
が
出
た
り
、
早
期

の
退
院
等
で
診
療
所
の
外
来
診

療
や
在
宅
で
の
医
療
が
大
き
く

変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
影
響
を
一
番
大

き
く
受
け
る
の
が
患
者
で
あ

る
。
必
要
で
十
分
な
入
院
医
療

を
受
け
地
域
・
在
宅
に
戻
る
。

患
者
に
と
っ
て
安
心
で
安
全
な

医
療
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

大
転
換
迫
ら
れ
る
医
療
提
供
体
制

医
療
へ
の「
安
心
」守
ろ
う
！

　
柄
に
も
な

く
地
区
医
師

会
の
会
長
を

し
た
の
で
あ

る
。「
リ
ー
ダ
ー
の
手
腕
と
は

一
丸
と
な
れ
る
こ
と
だ
」
と
い

う
野
村
克
也
氏
の
教
え
を
胸
に

会
長
職
に
就
い
て
き
た
。
人
に

よ
っ
て
「
考
え
方
の
物
差
し
」

に
相
違
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
決

断
力
は
必
要
だ
が
「
ト
ッ
プ
ダ

ウ
ン
」
で
は
な
く
「
和
を
以
て

貴
し
と
為
す
」
が
如
何
に
重
要

か
、
等
々
再
確
認
で
き
た
貴
重

な
2
年
間
で
あ
っ
た
。
限
ら
れ

た
会
員
だ
け
で
は
な
く
多
く
の

会
員
の
事
業
へ
の
参
加
を
期
待

し
た
い
。
一
丸
と
は
難
し
い
も

の
で
あ
る
▼
「
柄
」
と
い
え
ば

故
高
田
渡
の
「
生
活
の
柄
」
を

思
い
出
す
。
故
山
之
口
獏
氏
の

詩
（
放
浪
生
活
時
代
に
作
っ

た
）
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
け
た

も
の
で
あ
る
。
高
田
渡
に
し
か

歌
え
な
い
。「
集
団
的
自
衛
権
」

の
行
使
容
認
が
閣
議
決
定
さ
れ

た
。
僕
は
思
い
出
す
の
で
あ
る

高
校
時
代
を
。「
自
衛
隊
に
入

ろ
う
」
の
歌
詞
（
マ
ル
ビ
ナ
・

レ
イ
ノ
ル
ズ
の
曲
に
高
田
が
勝

手
な
詞
を
付
け
た
）
の
よ
う
に

な
ら
な
い
こ
と
を
祈
る
▼
「
ガ

ラ
ッ
」
と
変
わ
る
が
、
7
月
は

学
校
保
健
委
員
会
の
季
節
で
あ

る
。
複
数
の
小
学
校
を
受
け

持
っ
て
い
る
。
委
員
会
で
は
健

診
結
果
や
年
間
計
画
（
保
健
、

給
食
や
安
全
指
導
な
ど
）
に
つ

い
て
報
告
・
協
議
さ
れ
る
。
そ

の
中
に
「
性
教
育
」
も
含
ま
れ

て
い
る
。
男
女
の
体
の
違
い
、

体
と
心
の
成
長
、
生
命
の
誕
生

な
ど
指
導
さ
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
核
家
族
に
な
り
「
死
が
非

日
常
」
に
な
っ
た
今
、「
誕
生
」

だ
け
で
は
な
く
「
死
」
に
つ
い

て
も
指
導
要
綱
に
入
れ
て
も
良

い
と
思
う
の
だ
が
…
。（
玲
奈
）

診
療
手
控
え
47
％

受
診
手
控
え
35
％

　
最
近
の
患
者
動
向
で
気
に
な

る
こ
と
（
複
数
回
答
）
で
は
、

「
診
療
内
容
の
手
控
え
を
た
の

ま
れ
る
こ
と
が
増
え
た
」
47

％
、「
受
診
の
手
控
え
」
が
35

％
、「
不
安
を
漏
ら
す
患
者
が

増
え
た
」
15
％
と
経
済
力
に
よ

り
医
療
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い

る
実
態
が
報
告
さ
れ
る
一
方

　
協
会
は
2
0
1
3
年
10
月
か
ら
14
年
4
月
に
か
け
て
、
会
員
対
象
に
「
医
療
費
負
担

問
題
」
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
こ
の
中
で
窓
口
負
担
に
よ
る
診
療
手
控
え
の
実
態

や
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
考
え
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
対
象
は
2
3
7
4
人
（
地

区
懇
談
会
を
開
催
し
た
23
地
区
の
会
員
）、
回
収
数
は
3
8
7
（
回
収
率
16
％
）。

で
、「
特
に
変
わ
り
な
し
」
も

36
％
あ
っ
た
。（
図
１
）

70
〜
74
歳
の
2
割
化
で

受
診
抑
制
を
心
配

　
70
〜
74
歳
の
2
割
負
担
化
が

こ
の
4
月
よ
り
実
施
さ
れ
た

が
、
そ
の
予
測
さ
れ
る
影
響

（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て
、「
受

診
抑
制
を
心
配
」
が
82
％
、

「
健
康
悪
化
の
助
長
を
懸
念
」

が
53
％
と
な
り
、「
影
響
は
気

に
す
る
ほ
ど
で
な
い
」
は
9
％

に
止
ま
っ
た
。（
図
2
）

「
応
能
負
担
」
と
「
年
齢

に
即
し
た
負
担
」
拮
抗

　
た
だ
、
年
齢
に
関
係
な
く
能

力
に
応
じ
て
負
担
す
る
の
が
当

た
り
前
と
の
考
え
で
の
70
〜
74

歳
窓
口
負
担
引
き
上
げ
を
ど
う

考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、「
負

担
能
力
が
あ
る
の
な
ら
高
齢
者

も
負
担
す
べ
き
」
が
44
％
と

「
高
齢
者
に
配
慮
し
た
負
担
と

す
べ
き
」
37
％
を
上
回
っ
た
。

「
全
体
の
財
政
を
考
え
る
と
致

し
方
な
い
」
も
16
％
だ
っ
た
。

（
図
3
）

「
必
要
な
医
療
保
障
は
国

の
責
任
」
は
6
割

　
社
会
保
障
へ
の
公
費
投
入
を

絞
り
込
ん
で
、
公
的
な
役
割
が

縮
小
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対

し
、「
必
要
な
医
療
保
障
は
国
が

責
任
を
負
う
べ
き
」
と
批
判
的

見
解
が
61
％
、「
全
体
の
財
政
を

考
え
る
と
致
し
方
な
い
」
と
の

追
認
意
見
は
22
％
。「
た
と
え
社

会
保
険
で
あ
ろ
う
と
負
担
の
範

囲
内
に
給
付
を
抑
え
る
べ
き
」

と
の
意
見
は
8
％
。（
図
4
）

制
度
改
革
に
よ
る
持
続

可
能
性
を
6
割
が
否
定

　
社
会
保
障
の
公
費
負
担
の
主

た
る
財
源
と
さ
れ
る
消
費
税
は

10
％
に
引
き
上
げ
て
も
な
お
不

足
し
、「
更
な
る
引
き
上
げ
は

不
可
避
」（
財
政
審
）と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。「
消
費
税
増
税
」
か

「
給
付
抑
制
」
か
、
と
い
う
組

み
合
わ
せ
で
本
当
に
日
本
の
社

会
保
障
が
「
持
続
可
能
」
に
な

る
と
考
え
る
か
（
複
数
回
答
）

に
つ
い
て
、「
立
ち
い
か
な
く

な
る
」
59
％
、「
健
康
悪
化
を

懸
念
」
58
％
、「
企
業
責
任
追

及
す
べ
き
」
32
％
の
順
で
、

「
消
費
税
で
対
応
す
る
し
か
な

い
」
は
13
％
の
み
で
あ
っ
た
。

（
図
5
）

国
の
理
念
書
き
換
え
で

現
場
に
困
惑
と
諦
観
？

　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
は
、
昨

年
8
月
に
政
府
の
社
会
保
障
制

度
改
革
国
民
会
議
が
報
告
書
を

ま
と
め
、
そ
の
具
体
化
が
図
ら

れ
て
い
る
時
期
か
ら
消
費
税
率

8
％
へ
の
引
き
上
げ
が
実
施
さ

れ
る
ま
で
の
時
期
に
あ
た
る
。

　
報
告
書
は
社
会
保
障
に
お
け

る
「
自
助
」
を
過
度
に
強
調

し
、「
共
助
」
は
「
自
助
の
共

同
化
」
で
あ
る
と
歪
め
、「
公

助
」
を
限
定
矮
小
化
す
る
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
必
要

な
医
療
を
す
べ
て
保
障
す
る
の

で
は
な
く
、
国
民
の
負
担
で
き

る
範
囲
で
の
み
の
医
療
給
付
に

根
幹
か
ら
つ
く
り
か
え
る
こ
と

を
打
ち
出
し
た
。
ま
た
、
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
に
よ
り
物
価
は
上
昇

し
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
般
市
民
は
そ
の
恩
恵
を

感
じ
ら
れ
ず
、
生
活
保
護

世
帯
の
増
加
に
も
歯
止
め

が
か
か
ら
な
い
ま
ま
、
消

費
税
増
税
が
追
い
討
ち
を

か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
医
療
現
場
に
お
い
て

は
、
更
に
困
難
な
状
況
が

到
来
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
が
、
こ
う
し
た
国
に

よ
る
理
念
の
書
き
換
え
や

財
政
危
機
論
の
喧
伝
に
よ

り
、「
致
し
方
な
い
」
な

ど
の
諦
観
が
あ
る
程
度
浸

透
し
て
い
る
こ
と
を
伺
わ

せ
る
結
果
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

図１　最近の患者動向で気になること

図２　70～74歳２割負担化の影響について

図３　高齢者の負担問題について

図４　負担と給付の関係について

図５　消費税と社会保障について

政
府
の
改
革
で
社
会
保
障
は「
立
ち
い
か
な
く
な
る
」

診
療
手
控
え
の
実
態
と
負
担
の
あ
り
方
を
ア
ン
ケ
ー
ト

6％

15％

35％

36％

47％診療内容の手控えを
頼まれることが増えた

特に変わりはない

受診の手控えなどが
おこっている

不安を漏らす患者さんが
増えた

その他

7％

13％

32％

58％

59％消費税増税か給付抑制かの択一
では社会保障は立ち行かない
消費増税での受診抑制、

健康悪化等を懸念

企業責任を追及すべき

消費税で対応するしかない

その他

3％

9％

53％

82％受診抑制がおこることを
心配

健康の悪化が助長される
ことを懸念

負担増の影響は気にする
ほどではない

その他

その他 4％全体の財政を考えると
致し方ない
16％

高齢者に配慮した
負担であるべき
37％

高齢者に配慮した
負担であるべき
37％

負担能力があるなら
高齢者も負担すべき
44％

その他 9％負担の範囲内に
給付を抑えるべき
8％

全体の財政を考える
と致し方ない   22％
全体の財政を考える
と致し方ない   22％

必要な医療保障は
国が責任を負うべき
61％
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主な内容

総
合
確
保
法
の
認
知
度
に
ば
ら
つ
き�

（
2
面
）

ど
う
な
る
？ 

医
療
事
故
調�

（
3
面
）

診
療
内
容
向
上
会
レ
ポ
ー
ト（
小
児
科
・
消
化
器
科
）�

（
4
面
）



　
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び

介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進

す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
（
医
療
・
介

護
総
合
確
保
法
）」
が
6
月
18

日
に
成
立
し
た
。
同
法
は
本
来

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
ご
と
に
徹
底

審
議
す
べ
き
重
要
な
19
も
の
内

容
を
一
括
り
に
し
て
、
短
期
間

の
審
議
で
与
党
の
み
の
賛
成
で

成
立
が
強
行
さ
れ
た
。
こ
の
法

律
に
関
し
て
の
認
知
度
に
つ
い

て
代
議
員
に
き
い
た
。

認
知
度
に
ば
ら
つ
き

　
認
知
度
は
、
項
目
に
よ
っ
て

ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
。
一
般

紙
で
も
比
較
的
報
道
の
多
か
っ

た
介
護
保
険
関
係
の
項
目
（
地

域
支
援
事
業
の
見
直
し
、
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
2
割
負

担
化
な
ど
）
に
つ
い
て
の
認
知

度
は
6
割
を
超
え
る
が
、
医
師

に
と
っ
て
関
心
が
高
い
と
思
わ

れ
る
「
医
療
事
故
調
」
や
「
特

定
行
為
」
な
ど
は
4
割
を
切
っ

た
。
病
床
機
能
報
告
や
新
基

金
、
臨
床
研
究
中
核
病
院
は
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
10

％
台
で
あ
っ
た
。
全
て
の
項
目

で
「
知
ら
な
か
っ
た
」
と
答
え

た
人
が
7
人
も
お
り
、
全
て

「
知
っ
て
い
る
」
と
答
え
た
人

は
い
な
か
っ
た
。（
図
1
）

〈
個
別
項
目
〉

　
①
改
定
医
療
法
に
お
い
て
、

病
床
機
能
報
告
制
度
に
基
づ
き

医
療
機
関
が
都
道
府
県
に
届
出

⇩
こ
れ
を
も
と
に
都
道
府
県
は

「
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策

定
⇩
ビ
ジ
ョ
ン
達
成
に
協
力
し

な
い
医
療
機
関
に
は
ペ
ナ
ル

テ
ィ
も
設
け
、
構
想
す
る
病
床

数
へ
収
斂
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
8
割
が

知
ら
な
い
と
回
答
。

　
②
病
床
機
能
分
化
を
通
じ
病

床
削
減
・
平
均
在
院
日
数
短
縮

を
進
め
、「
受
け
皿
」と
し
て
在

宅
医
療
充
実
、
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
構
築
を
進
め
る
と
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
6
割

近
く
が
知
っ
て
い
る
と
回
答
。

　
③
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

構
築
に
向
け
た
地
域
支
援
事
業

が
見
直
さ
れ
、
市
町
村
が
主
体

と
な
り
地
区
医
師
会
等
と
連
携

し
、
在
宅
医
療
・
介
護
の
連
携

が
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
8
割
近
く
が
知
っ
て
い
る

と
回
答
。

　
④
③
の
地
域
支
援
事
業
は
、

予
防
事
業
を
市
町
村
が
行
う
も

　
5
月
21
日
、
福
井
地
裁
判
決

は
大
飯
原
発
3
、
4
号
機
の
運

転
差
し
止
め
を
求
め
た
原
告
の

訴
え
を
全
面
的
に
認
め
、「
原

子
炉
を
運
転
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
し
た
。

　
「
生
存
を
基
礎
と
す
る
人
格

権
が
最
高
の
価
値
を
も
つ
も
の

で
あ
り
、
判
決
を
下
す
上
で
の

指
針
で
あ
る
。
こ
の
指
針
を
踏

ま
え
、
原
子
力
発
電
所
の
稼
働

は
経
済
活
動
の
自
由
に
属
す
る

も
の
で
、
憲
法
上
は
人
格
権
よ

り
も
劣
位
に
お
か
れ
る
べ
き
」

と
断
じ
た
こ
の
判
決
に
対
し
、

協
会
は
関
西
電
力
だ
け
で
な
く

他
の
電
力
会
社
、
そ
し
て
国
の

原
発
に
固
執
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
を
も
断
罪
し
た
も
の
で
あ

る
と
高
く
評
価
。

　
関
西
電
力
を
は
じ
め
と
し
た

電
力
会
社
、
そ
し
て
国
に
お
い

て
も
こ
の
内
容
を
真
摯
に
受
け

止
め
、
原
発
再
稼
働
の
断
念
を

強
く
求
め
る
声
明
を
6
月
6
日

付
で
発
表
し
た
。

「
補
足
給
付
」
に
資
産
要
件
が

追
加
（
15
年
8
月
）
さ
れ
単
身

で
預
貯
金
1
千
万
円
超
の
人
は

補
助
が
な
く
な
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
6
割
近
く
が
知
っ
て
い

る
と
答
え
た
。

　
⑥
改
定
介
護
保
険
法
に
お
い

て
、
一
定
所
得
以
上
の
人
は
利

用
料
2
割
負
担
化
が
15
年
8
月

か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、6
割
以
上
が
知
っ
て
い

る
と
答
え
た
。

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
7
割

以
上
が
知
ら
な
か
っ
た
。

　
⑧
国
の
方
針
に
基
づ
い
て
、

都
道
府
県
の
事
業
計
画
に
記
載

し
た
医
療
・
介
護
の
事
業
（
病

床
の
機
能
分
化
・
連
携
、
在
宅

医
療
・
介
護
の
推
進
等
）
の
た

め
、
消
費
税
増
収
分
を
活
用
し

た
新
た
な
基
金
が
都
道
府
県
に

設
置
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
8
割
以
上
が
知
ら
な
か
っ

た
。

　
⑨
改
定
医
療
法
に
よ
り
医
療

事
故
の
原
因
を
究
明
し
、
再
発

防
止
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
医
療
事
故
調
査
制
度

を
15
年
10
月
に
導
入
す
る
こ
と

へ
の
認
知
度
は
、
4
割
を
下

回
っ
た
。

　
⑩
改
定
保
助
看
法
に
よ
り
診

療
の
補
助
の
う
ち
の
「
特
定
行

為
」
を
明
確
化
し
、
そ
れ
を
手

順
書
に
よ
り
行
う
看
護
師
の
研

修
制
度
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
認
知
度
は
4
割
を
下

回
っ
た
。

　
⑪
「
臨
床
研
究
中
核
病
院
」

を
医
療
法
上
に
位
置
付
け
、
日

本
発
の
革
新
的
医
薬
品
・
医
療

機
器
の
開
発
な
ど
、
国
際
水
準

の
臨
床
研
究
や
医
師
主
導
治
験

の
中
心
的
役
割
を
担
う
病
院
と

す
る
（「
患
者
申
出
療
養
（
仮

称
）」
な
ど
混
合
診
療
実
施
の

た
め
の
医
療
機
関
で
も
あ
る
）

こ
と
に
つ
い
て
も
、
認
知
度
は

4
割
を
下
回
っ
た
。

　
⑫
医
療
法
人
制
度
に
関
し

て
、
持
分
な
し
医
療
法
人
へ
の

移
行
促
進
が
図
ら
れ
た
ほ
か
、

医
療
法
人
社
団
と
医
療
法
人
財

団
の
合
併
が
可
能
と
な
り
、
今

後
の
提
供
体
制
改
革
の
主
役
と

目
さ
れ
る
「
非
営
利
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
型
法
人

制
度
」
に
向
け
た
改
定
も
行
わ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
認
知

度
は
12
％
で
あ
っ
た
。

　
⑦
⑥
に
関
し
て
国
会
審
議
中

に
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用

料
2
割
負
担
化
の
論
拠
資
料
に

虚
偽
が
指
摘
さ
れ
、
厚
労
相
が

そ
れ
を
認
め
撤
回
、
謝
罪
す
る

と
い
う
前
代
未
聞
の
事
態
が
生

じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
立

大
飯
原
発
運
転
差
し
止
め
判
決
に
賛
同

川
内
原
発
再
稼
働
に
待
っ
た
！

　
し
か
し
一
方
で
、
原
子
力
規

制
委
員
会
が
7
月
16
日
に
九
州

電
力
・
川
内
原
発
1
、
2
号
機

に
対
し
、
新
規
制
基
準
適
合
と

す
る
審
査
書
案
を
了
承
。
事
実

上
の
合
格
判
断
を
下
し
た
。

　
桜
島
の
あ
る
姶
良
カ
ル
デ
ラ

か
ら
1
0
0
キ
ロ
圏
内
に
位
置

す
る
川
内
原
発
は
「
日
本
一
危

険
な
原
発
」と
い
わ
れ
て
い
る
。

命
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
原
発

再
稼
働
の
動
き
に
断
固
反
対

し
、
人
々
の
生
命
と
健
康
を
守

る
医
療
団
体
の
立
場
か
ら
、
審

査
書
案
の
了
承
撤
回
を
強
く
求

め
る
声
明
を
7
月
25
日
付
で
発

表
し
た
。

　
ま
た
、
原
子
力
規
制
委
員
会

は
、
こ
の
審
査
書
案
つ
い
て
8

月
15
日
ま
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
募
集
し
て
い
る
。
協
会

は
声
明
と
同
趣
旨
の
意
見
を
述

べ
、
再
稼
働
を
行
わ
な
い
よ
う

求
め
た
。

噴
火
発
生
時
に
は
火
砕
流
が
到

達
し
破
壊
さ
れ
る
危
険
性
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
九
州
電
力
は

噴
火
の
可
能
性
を
認
め
て
い

る
。
し
か
し
、
住
民
の
避
難
計

画
は
自
治
体
任
せ
で
、
審
査
の

対
象
外
に
し
て
い
る
。
な
お
か

つ
、
鹿
児
島
県
知
事
が
病
人
や

老
人
な
ど
要
援
護
者
の
避
難
計

画
に
つ
い
て
実
行
可
能
な
も
の

は
作
れ
な
い
と
い
う
主
旨
の
発

言
を
し
て
お
り
、
住
民
か
ら
も

自
治
体
の
避
難
計
画
に
対
す
る

不
安
の
声
が
挙
が
っ
て
い
る
。

　
今
回
の
川
内
原
発
の
審
査
書

案
了
承
は
、
福
井
地
裁
の
国
民

を
放
射
性
物
質
の
危
険
か
ら
守

る
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た

指
摘
を
無
視
し
、
安
全
性
の
担

保
の
な
い
ま
ま
川
内
原
発
の
再

稼
働
を
可
能
に
す
る
無
責
任
な

判
断
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
協
会
は
、
人
々
の
健
康
と
生

の
で
あ
り
、
15
年
4

月
か
ら
「
要
支
援
」

の
通
所
・
訪
問
介
護

へ
の
介
護
保
険
給
付

（
予
防
的
な
）
が
廃

止
さ
れ
、
段
階
的
に

事
業
移
行
さ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
6
割

以
上
が
知
っ
て
い
る
。

　
⑤
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
へ
の
新
規
入

所
が
原
則
「
要
介
護

3
以
上
」
に
限
定

（
15
年
4
月
）
と
な

り
、
低
所
得
の
施
設

利
用
者
の
食
費
・
居

住
費
を
補
填
す
る

代議員月例
アンケート83

対
象
者
＝
代
議
員
92
人
、
回
答
数
＝
43
（
回
答
率
＝
47
％
）

調
査
期
間
＝
2
0
1
4
年
7
月
9
日
〜
24
日

医
療
・
介
護
総
合
確
保
法
に
つ
い
て

①病床機能等「川上」の改革

②提供体制「川下」の改革

③地域支援事業の見直し

④予防事業の市町村移行

⑤特養入所要件の厳格化

⑥介護保険利用料の 2割化

⑦国による⑥の論拠資料撤回

⑧新たな「基金」の設置

⑨「医療事故調」の導入

⑩「特定行為」の明確化

⑪臨床研究中核病院の法定化

⑫医療法人制度の改革

知っている　　知らなかった

18.6％　　　　　　81.4％

11.6％ 88.4％

39.5％　　　　　　 60.5％

37.2％　　　　　　62.8％

39.5％　　　　　　60.5％

18.6％　　　　　 81.4％

25.6％　　　　　　74.4％

62.8％　　　　　　 37.2％

58.1％　　　　　　 41.9％

65.1％　　　　　　 34.9％

76.7％　　　　　　 23.3％

58.1％　　　　　　41.9％

図１　医療・介護総合確保法の認知度

「医の倫理」ゼミが始まります！
8月31日（日） 午後１時30分～４時30分

9月28日（日） 午後１時30分～４時30分

FAX（075-212-0707）またはメール（info@hokeni.jp）で、住所・氏名・
連絡先を明記の上、お申込み下さい。

全 3 回シリーズ !

　近畿の８協会で構成する保団連近畿ブロックが実施
している『税務調査アンケート』を７月８日付で京都
協会の会員20％抽出でお送りしたところ、現在88通
のご返送をいただきました。ご協力いただいた会員に
は御礼申し上げます。
　この調査結果で明らかになった不当な税務調査につ
いては、毎年実施している大阪国税局交渉において改
善を求めています。
　７月末が締め切りですが、まだご返送いただいてい
ない会員は至急ご返送いただきますようお願いいたし
ます。

ご協力ありがとうございました！
保団連近畿ブロック税務調査アンケート

原子力発電の再稼働推進をやめよ !
「大飯」 と 「川内」 で声明を発表

講義① 「15年戦争期における日本の医学犯罪」
  土屋 貴志 氏（大阪市大准教授）
講義② 「旧日本軍遺棄毒ガス（化学兵器）チチハル被害者日中合同検診報告」
  磯野　理 氏（京都民医連第二中央病院院長）

第1回 過去・戦争と医学

講義① 「終末期医療をとりまく状況と死の自己決定」
  川口 有美子 氏（ノンフィクション作家）
講義② 「現代版ABCC（原爆傷害調査委員会） になりかねない東北メディカル・メガバンク機構」
  山口 研一郎 氏（現代医療を考える会代表）

第2回 現在・社会と医学

11月23日（日） 午後１時30分～４時30分
講　義「iPSと医の倫理」
  八代 嘉美 氏（京都大学iPS細胞研究所上廣倫理研究部門特定准教授）

第3回 未来・経済と医学

どなたでも受講できます!　会場はすべて京都府保険医協会・会議室

参加費
無料

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 8 月 5 日第 2 9 0 1 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行



■ 医療事故調査制度をめぐる国内の主な経過 ■

1999年１月　横浜市立大の患者取り違え手術
　　　２月　都立広尾病院の消毒液点滴事故
　　　７月　 杏林大病院割りばし死事故
　　　　　　（医療事故の社会問題化、刑事事件化相次ぐ）
2001年４月　日本外科学会声明　診療行為に関連した「異状死」について
2004年２月　 「診療行為に関連した患者死亡の届出について～中立的専

門機関の創設に向けて～」内科・外科・病理・法医の４学
会が共同声明、９月・19学会による同様の声明

2005年６月　日本学術会議が第三者機関創設を提言
　　　９月　死因究明モデル事業始まる（運営主体：日本内科学会）
2006年２月　福島県立大野病院の医師逮捕（→08年８月に無罪判決）
2008年４月　 医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究

明・再発防止等のあり方に関する試案－第三次試案－（厚
労省）

　　　６月　 医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案（厚労省）。院内
調査主体の民主党案骨子公表（通称：医療の納得・安全促
進法案）

2009年１月　産科医療の無過失補償制度スタート
2010年４月　 日本内科学会に日本外科学会、日本病理学会、日本法医学

会、日本医学会が運営主体に加わり「一般社団法人　日本
医療安全調査機構」設立

2012年２月　 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会
－医療事故調制度創設に向け議論始まる。医療側の過失の
有無にかかわらず医療事故の被害者を救済する「無過失補
償制度」の検討会の中に設置。

　　　６月　 死因究明２法成立「死因究明等の推進に関する法律（施行
より２年の時限立法）」「警察等が取り扱う死体の死因又は
身元の調査等に関する法律」

2013年５月　 厚労省は、医療版事故調のアウトライン「調査目的は、原
因究明と再発防止、責任追及はしない」を提示。

2014年６月18日　 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す
るための関係法律の整備等に関する法」が成立。

　　　　　25日　官報告示
　　　７月17日　 「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究

班」本格議論開始。今後月２回程度会議を開く。
　　　10月末　ガイドラインの中間とりまとめ目指す・意見聴取
2015年１月　ガイドライン最終とりまとめ開始
　　　３月　研究班が報告書提出
　　　４月　厚労省がガイドライン公表
　　　10月１日　医療事故調査制度の施行

　
医
療
・
介
護
総
合
確
保
法

が
、
6
月
18
日
に
成
立
し
た
。

そ
の
中
で
、医
療
事
故
調
査
制

度
は
、
15
年
10
月
1
日
の
実
施

が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
現
段
階

で
判
明
し
て
い
る
内
容
に
つ
い

て
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

制
度
の
趣
旨

　
事
故
調
の
趣
旨
は
、
医
療
事

故
が
発
生
し
た
医
療
機
関
に
お

い
て
院
内
調
査
を
行
い
、
そ
の

調
査
結
果
を
創
設
す
る
民
間
の

第
三
者
機
関
「
医
療
事
故
調

査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
報
告

す
る
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、
事
故

調
査
報
告
を
受
け
、
収
集
・
分

析
を
通
し
て
、
原
因
究
明
と
再

発
防
止
に
つ
な
げ
る
。
そ
の
た

め
の
医
療
事
故
に
係
る
仕
組
み

等
を
医
療
法
に
位
置
づ
け
、
医

療
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

全
医
療
機
関
が
対
象

　
事
故
調
の
対
象
は
、
医
療
機

関
に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が

提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
ま

た
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死

亡
ま
た
は
死
産
で
あ
っ
て
、
当

該
医
療
機
関
の
管
理
者
が
そ
の

死
亡
ま
た
は
死
産
を
予
期
し
な

か
っ
た
も
の
で
、
将
来
的
に
は

重
篤
な
後
遺
障
害
を
残
す
案
件

に
も
拡
大
適
用
さ
れ
る
方
向
と

い
う
。

　
こ
の
法
律
は
、
全
医
療
機
関

に
適
用
さ
れ
る
。
医
師
が
一
人

し
か
い
な
い
診
療
所
で
も
、
支

援
団
体
に
協
力
要
請
を
行
い
、

院
内
に
事
故
調
査
委
員
会
を
設

置
し
、
調
査
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
な
る
。
そ
の
結
果
を
遺
族

に
説
明
す
る
と
と
も
に
調
査
内

容
を
第
三
者
機
関
「
医
療
事
故

調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
も

報
告
し
、
遺
族
の
納
得
を
得
て

終
了
と
な
る
。

　
一
方
で
、
調
査
結
果
の
説
明

に
遺
族
が
納
得
し
な
い
場
合

や
、
医
療
機
関
が
よ
り
客
観
的

な
調
査
が
必
要
と
判
断
し
た
場

合
は
、
第
三
者
機
関
に
再
調
査

を
依
頼
す
る
。こ
れ
を
受
け
、第

課題は
山　積

ど
う
な
る
？

医
療
事
故
調
査
制
度

三
者
機
関
は
調
査
し
、
結
果
を

医
療
機
関
と
遺
族
に
報
告
す
る
。

　
制
度
の
主
目
的
は
再
発
防
止

で
あ
り
、
個
人
の
責
任
追
及
で

は
な
い
。
な
お
か
つ
紛
争
処
理

や
、
解
決
の
機
能
は
な
い
。
要

す
る
に
、
厚
労
省
と
し
て
は
、

ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
原
因
で
医

療
事
故
が
発
生
し
た
の
か
を
情

報
収
集
し
た
い
と
い
う
こ
と
の

よ
う
で
あ
る
。

再
発
防
止
の
た
め
の
原
因
究
明

　
厚
労
省
は
検
討
部
会
の
中

で
、
制
度
の
目
的
は
原
因
究
明

と
再
発
防
止
で
、
第
三
者
機
関

か
ら
警
察
へ
の
通
報
は
し
な
い

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
調
査

報
告
書
等
を
責
任
追
及
・
訴
え

の
資
料
に
使
わ
な
い
と
法
的
に

明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
即
ち
、
医
療
事
故
調
査
・

支
援
セ
ン
タ
ー
の
調
査
内
容
を

遺
族
が
訴
訟
に
使
え
な
い
と
は

な
っ
て
い
な
い
。
遺
族
が
、
予

期
せ
ぬ
死
亡
事
故
で
仕
方
が
な

も
現
時
点
で
は
不
明
瞭
だ
。

異
状
死
と
の
関
連
は
？

　
ま
た
、
医
師
法
21
条
の
異
状

死
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
と
い

う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
医
師

法
21
条
で
は
、
死
体
に
犯
罪
の

痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
場
合
、

異
状
を
発
見
し
た
場
合
、
医
師

に
対
し
て
届
出
義
務
を
課
し
て

い
る
。
2
0
0
1
年
4
月
医
政

局
長
は
、
医
師
法
21
条
は
医
療

事
故
を
想
定
し
た
規
定
で
は
な

い
と
厚
生
労
働
委
員
会
で
答
弁

し
た
が
、
04
年
4
月
13
日
に
最

高
裁
は
、
検
案
と
は
医
師
が
死

因
等
を
判
定
す
る
た
め
に
は
外

表
を
検
査
す
る
こ
と
と
述
べ
て

い
る
。
そ
の
後
、
厚
労
省
の
担

当
課
長
か
ら
も
、
死
体
の
外
表

を
検
査
し
、
異
状
が
あ
る
と
医

師
が
判
断
し
た
場
合
に
は
警
察

に
届
け
出
る
必
要
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
医
師
法
21
条
と
の

関
連
に
つ
い
て
は
、
国
会
答
弁

や
最
高
裁
判
所
の
判
決
で
は
な

く
、
法
改
正
に
よ
る
周
知
徹
底

が
必
須
で
あ
ろ
う
。

費
用
負
担
は
ど
こ
が
？

　
費
用
の
問
題
も
あ
る
。
誰
か

が
調
査
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
院
内
調
査
の
費

用
は
、
骨
子
の
段
階
で
す
で
に

当
該
医
療
機
関
負
担
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
第
三
者
機
関
へ
依

頼
し
た
場
合
の
費
用
の
負
担
に

つ
い
て
は
、
明
確
に
な
っ
て
い

な
い
。

　
厚
労
省
が
出
し
て
い
る
第
三

者
機
関
の
調
査
費
用
の
具
体
的

な
額
は
、
45
万
〜
90
万
円
と
幅

が
あ
る
。
当
然
、
遺
族
側
に
も

負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
そ
の
想
定
額
は
5
0

0
0
円
〜
5
万
円
程
度
と
な
っ

て
い
る
。
仮
に
残
額
が
医
療
機

関
持
ち
と
な
っ
て
し
ま
う
と
負

担
が
大
き
す
ぎ
る
。

未
整
備
な
死
因
究
明
の
検
査
等

　
死
因
究
明
を
行
う
に
は
、
各

種
検
査
等
が
必
要
に
な
る
。
ま

ず
解
剖
だ
が
、
解
剖
で
き
る
医

師
も
非
常
に
少
な
い
。
充
足
し

て
い
る
地
域
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
十
分
対
応
で
き
な
い

問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
死
後

C
T
、
Ａ
i
検
査
を
行
う
検

査
施
設
も
十
分
そ
ろ
っ
て
い
な

い
状
況
で
あ
る
こ
と
も
問
題
だ
。

　
厚
労
省
と
し
て
は
、
具
体
的

な
運
用
方
法
な
ど
を
示
す
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
作
成
中
と
言
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
た
き
台
の
案

を
取
り
ま
と
め
る
の
が
、
厚
生

労
働
科
学
研
究
費
事
業
「
診
療

行
為
に
関
連
し
た
死
亡
の
調
査

の
手
法
に
関
す
る
研
究
班
」

（
研
究
代
表
者
＝
西
澤
寛
俊
全

日
本
病
院
協
会
長
）
で
、
7
月

17
日
初
会
合
を
非
公
開
で
開
催

し
た
。
同
研
究
班
は
、
10
月
中

旬
に
中
間
と
り
ま
と
め
を
し
、

2
0
1
5
年
3
月
末
に
最
終
的

な
報
告
書
と
し
て
厚
労
省
へ
提

出
す
る
予
定
と
聞
く
。
何
が
ど

う
な
っ
て
い
る
か
ま
だ
ま
だ
具

体
的
に
見
え
て
な
い
状
況
で
、

実
施
時
期
が
目
前
に
迫
っ
て
い

る
。

い
と
了
解
す
れ
ば
よ
い
が
、
第

三
者
機
関
の
調
査
内
容
の
結
果

か
ら
何
か
ミ
ス
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
勘
繰
る
こ
と
は
可
能

で
、
刑
事
や
民
事
で
訴
え
ら
れ

る
恐
れ
が
あ
る
。
調
査
報
告
書

を
訴
訟
で
の
証
拠
と
し
て
採
用

し
な
い
こ
と
が
担
保
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
再
発
防
止
制
度
と

し
て
よ
い
制
度
だ
と
思
う
が
、

現
時
点
で
は
責
任
追
及
し
な
い

こ
と
が
確
約
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
難
し
い
問
題
が
あ
る
。

誰
が
予
期
せ
ぬ
死
亡
事
故
？

　
法
文
が
明
示
さ
れ
る
ま
で

は
、
診
療
行
為
に
関
わ
る
予
期

せ
ぬ
医
療
事
故
と
な
っ
て
お
り

「
誰
が
予
期
し
な
い
」
の
か

が
、
不
明
で
あ
っ
た
。
法
文
で

は
、「
医
療
機
関
の
管
理
者
が

予
期
で
き
な
い
」
と
明
記
さ
れ

た
が
、
遺
族
が
予
期
せ
ぬ
場
合

も
も
ち
ろ
ん
出
て
く
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

　
該
当
す
る
事
故
が
発
生
し
た

場
合
、
調
査
制
度
の
仕
組
み
で

は
ま
ず
医
療
機
関
が
届
け
出
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
直
接
遺

族
か
ら
第
三
者
機
関
へ
届
け
出

る
ル
ー
ト
は
確
保
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
遺
族
へ
の
対
応

第 2 9 0 1 号( 3 ) 2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 8 月 5 日 京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行

■対象となる医療事故が発生した場合の流れ

「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」とりまとめ（５月31日）より

①第三者機関への報告－厚労省推計　1300～2000件／年
②必要な調査の実施－省令で定めるところにより、速やかにその原因を明ら
かにするために必要な調査を行わなければならない。病院等の管理者は医
学医術に関する学術団体その他の厚労大臣が定める「医療事故調査等支援
団体」に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする
（医療法第６条の11）。Ａｉや解剖を行う。原則、外部の専門家の支援を
受け、客観性を担保する。医療事故調査等支援団体としては、都道府県医
師会、医療関係団体、大学病院等を想定。費用は当該医療機関が負担。調
査手順等はガイドラインによる、とされている。

③調査結果について遺族への説明および第三者機関（医療事故調査・支援セ
ンター）への報告－院内調査の結果は、報告書として遺族に説明・開示す
るとともに第三者機関に報告する。

④第三者機関の医療機関調査結果報告の整理分析－第三者機関から警察へ直
接通報はせず、行政にも報告しない。

⑤医療機関または遺族から調査の依頼があった場合－申請により厚労大臣が
指定する（同法第６条の15）第三者機関に依頼（行政から独立した民間
組織で現行の「日本医療機能評価機構」や「日本医療安全機構」の機能統
合・一元化案あり）。

⑥第三者機関が調査－第三者機関への再調査依頼費用は、45～90万円と試
算（国の補助金、学会・医療関連団体、遺族負担）。遺族負担は5000円
～５万円程度を想定。

⑦医療機関および遺族へ報告を行う。

 

      

 
              

 
 
 
 

    
 
 
 

   

   

  

 

 
 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

   

  



　
京
都
高
齢
者
大
学
健
康
講
座

の
第
4
講
は
7
月
3
日
、
西
陣

医
師
会
の
垣
田
敬
治
氏
が
「
脳

の
働
き
・
神
経
の
話
、
そ
し
て

2
型
糖
尿
病
」
の
テ
ー
マ
で
講

師
を
担
当
し
た
。

　
垣
田
氏
は
、
脳
の
不
思
議
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
脳
の
性

分
化
期
に
母
親
が
強
い
ス
ト
レ

ス
を
受
け
る
と
男
の
脳
を
作
る

ア
ン
ド
ロ
ゲ
ン
分
泌
が
低
下

的
に
使
う
傾
向
が
あ
り
、
男
の

脳
は
左
右
の
脳
の
独
自
性
が
出

や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
、

と
い
っ
た
お
話
で
受
講
者
の
興

味
を
ひ
き
つ
け
た
。
そ
し
て
、

脳
神
経
細
胞
は
加
齢
に
よ
り
壊

れ
て
い
く
の
で
、
外
出
し
て
お

喋
り
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
刺

　
こ
こ
数
年
で
小
児
期
に
接
種

す
る
ワ
ク
チ
ン
の
種
類
が
増
加

し
、
特
に
肺
炎
球
菌
や
b
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
（H

ib

）

に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
が
日
本
で

も
導
入
さ
れ
、
公
費
負
担
か
ら

定
期
接
種
化
を
経
て
接
種
率
が

上
昇
す
る
と
と
も
に
、
小
児
期

の
感
染
症
に
変
化
が
生
じ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

小
児
下
気
道
感
染
症
の
起
炎
菌

を
中
心
に
、
肺
炎
球
菌
お
よ
び

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
、
マ
イ
コ

プ
ラ
ズ
マ
を
取
り
上
げ
、
耐
性

菌
の
現
況
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え

た
経
口
抗
菌
薬
に
よ
る
治
療
の

考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
の
講
演

で
し
た
。
以
下
に
、
講
演
内
容

の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　
「
日
本
で
は
、7
価
小
児
肺
炎

球
菌
結
合
型
ワ
ク
チ
ン
が
2
0

1
0
年
2
月
か
ら
導
入
さ
れ
、

11
年
に
公
費
負
担
、
13
年
4
月

に
定
期
接
種
と
な
っ
て
接
種
率

が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
小
児

期
の
侵
襲
性
肺
炎
球
菌
感
染
症

は
減
少
し
、
ワ
ク
チ
ン
の
中
に

含
ま
れ
る
耐
性
を
持
つ
菌
の
割

合
が
高
い
血
清
型
が
減
少
し
、

そ
の
結
果
相
対
的
に
感
受
性
が

改
善
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
検
出
さ
れ
る
肺
炎
球
菌
の

血
清
型
の
分
布
で
は
、
年
々
ワ

ク
チ
ン
の
カ
バ
ー
率
は
低
下
し

つ
つ
あ
り
、
13
年
か
ら
13
価
ワ

ク
チ
ン
が
導
入
さ
れ
た
。
一
方

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
に
お
い
て

は
、
肺
炎
球
菌
と
同
様
に
ワ
ク

チ
ン
が
導
入
さ
れ
13
年
4
月
か

ら
は
定
期
接
種
と
な
っ
た
が
、

侵
襲
性
感
染
症
を
起
こ
す
血
清

型
で
あ
る H

ib 

に
の
み
効
果

を
示
す
ワ
ク
チ
ン
で
あ
り
、
日

本
で
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
に

H
ib 

の
占
め
る
割
合
が
低
い

た
め
、
肺
炎
球
菌
と
異
な
り
ワ

ク
チ
ン
の
普
及
に
よ
る
影
響
が

あ
ま
り
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
今
後
、
下
気
道
感
染

激
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
神

経
細
胞
の
シ
ナ
プ
ス
と
い
う
手

足
を
の
ば
す
努
力
が
必
要
だ
と

交
流
の
大
切
さ
を
強
調
し
た
。

さ
ら
に
、
2
型
糖
尿
病
の
概
要

に
つ
い
て
解
説
し
、
糖
尿
病
の

治
療
に
つ
い
て
そ
の
大
切
さ
を

話
し
た
。

　
次
回
は
、
9
月
4
日
（
木
）

「
普
段
よ
く
み
ら
れ
る
耳
鼻
科

の
病
気
」
で
鈴
木
由
一
氏
が
講

師
を
務
め
る
。
高
齢
者
大
学

は
、
中
途
入
学
が
可
能
な
の
で

患
者
さ
ん
に
ぜ
ひ
お
勧
め
い
た

だ
き
た
い
。
問
い
合
わ
せ
は
、

協
会
事
務
局
ま
で
。

症
に
お
い
て
、
肺
炎
球
菌

が
起
炎
菌
の
感
染
症
が
減

少
し
薬
剤
感
受
性
が
改
善

す
る
一
方
で
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
菌
が
起
炎
菌
の
感

染
症
の
相
対
的
増
加
が
予

測
さ
れ
、
そ
の
治
療
が
問

性
が
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の

耐
性
の
機
序
と
そ
の
現
状
の
中

で
の
抗
菌
薬
に
対
す
る
考
え
方

と
、
重
症
肺
炎
例
に
対
す
る
ス

テ
ロ
イ
ド
治
療
の
話
が
あ
り
ま

し
た
。
最
後
に
、「
肺
炎
球
菌

の
耐
性
化
は
近
年
改
善
す
る
一

方
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
の
耐

性
化
は
進
行
し
、
マ
ク
ロ
ラ
イ

ド
耐
性
を
示
す
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ

マ
が
増
加
し
て
い
る
現
状
を
踏

ま
え
、
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
ど

の
抗
菌
薬
を
選
択
す
る
か
を
考

え
、
そ
れ
を
エ
ビ
デ
ン
ス
と
し

て
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
、
抗

菌
薬
の
適
正
使
用
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」

と
講
演
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
日
頃
か
ら
私
た
ち
が
接
種
し

て
い
る
ワ
ク
チ
ン
に
よ
り
、
肺

炎
球
菌
や H

ib 

に
よ
る
小
児

の
侵
襲
性
感
染
症
が
減
少
し
、

肺
炎
球
菌
の
抗
菌
薬
に
対
す
る

感
受
性
が
改
善
す
る
一
方
で
、

肺
炎
球
菌
の
血
清
型
の
分
布
に

変
化
が
み
ら
れ
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
菌
や
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
で

抗
菌
薬
に
対
す
る
耐
性
化
が
進

む
現
状
が
示
さ
れ
、
小
児
の
下

気
道
感
染
症
に
は
今
後
に
多
く

の
課
題
が
残
る
こ
と
を
示
唆
す

る
講
演
内
容
で
し
た
。

 

（
左
京
・
福
持
　
裕
）

題
と
な
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ

る
」。

　
続
い
て
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
に

関
し
、
近
年
マ
ク
ロ
ラ
イ
ド
耐

　
消
化
器
疾
患
に
お
け
る
保
険

診
療
上
の
注
意
点
と
し
て
以
下

の
6
項
目
に
つ
き
討
論
し
た
。

　
⑴　
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ

ロ
リ
感
染
に
対
す
る
除
菌
療
法

に
つ
い
て
：
ヘ
リ
コ
バ
ク

タ
ー
・
ピ
ロ
リ
感
染
症
（
ま
た

は
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ

感
染
胃
炎
）
に
加
え
て
感
染
症

対
象
疾
患
名
（
慢
性
胃
炎
、
胃

潰
瘍
等
）
を
明
記
す
る
。
慢
性

胃
炎
等
診
断
根
拠
と
な
る
内
視

鏡
の
実
施
日
は
記
載
が
必
要

（
内
視
鏡
所
見
は
不
要
と
な
っ

た
）。

　
⑵　
ペ
ン
タ
サ
4
・
0
ｇ
の

投
与
期
間
に
つ
い
て
：
1
日
4

0
0
0
㎎
を
8
週
間
を
超
え
て

の
投
与
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、
超
過
す
る
場
合
は
詳
記

が
必
要
で
算
定
可
能
か
は
審
査

員
の
判
断
に
よ
る
。

　
⑶　
強
力
ネ
オ
ミ
ノ
フ
ァ
ー

ゲ
ン
シ
ー
の
点
滴
に
つ
い
て
：

同
薬
は
連
日
投
与
で
効
果
を
発

揮
す
る
も
の
で
あ
り
、
月
に

1
、
2
回
だ
け
投
与
の
場
合
に

査
定
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
が

多
数
あ
る
の
で
、
査
定
さ
れ
る

傾
向
に
あ
り
、
注
意
が
必
要
。

　
⑷　
免
疫
抑
制
・
化
学
療
法

実
施
時
の
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
：
免
疫
抑

制
・
化
学
療
法
を
要
す
る
疾
患

の
診
断
名
に
加
え
「（
Ｂ
型
）

慢
性
肝
炎
疑
い
」
で H

B
s 

抗

原
、H

B
s 

抗
体
、H

B
c 

抗

体
を
調
べ
る
。
い
ず
れ
か
が
陽

性
の
場
合
は
「
Ｂ
型
慢
性
肝

炎
」
ま
た
は
「
Ｂ
型
肝
炎
キ
ャ

リ
ア
」
と
診
断
を
変
え
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
通
り
に
H
B
V

－

D
N
A
を
測
定
す
る
。

　
⑸　
ア
コ
フ
ァ
イ
ド
の
処
方

に
つ
い
て
：
ア
コ
フ
ァ
イ
ド
の

投
与
前
に
は
上
部
消
化
管

内
視
鏡
等
に
よ
り
胃
癌
等

の
器
質
的
疾
患
を
除
外
す

る
必
要
が
あ
る
。
胃
潰

瘍
、
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・

ピ
ロ
リ
感
染
症
は
転
帰
が

「
治
癒
」
と
な
れ
ば
処
方

が
可
能
。
慢
性
胃
炎
は
治

療
中
で
も
処
方
が
可
能
。

　
⑹　
逆
流
性
食
道
炎
に
お
け

る
パ
リ
エ
ッ
ト
処
方
に
つ
い

て
：
10
㎎
ま
た
は
20
㎎
1
回
投

与
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
良
の
場

合
、
更
に
1
日
2
回
8
週
ま
で

投
与
可
能
。
た
だ
し
、
20
㎎
2

回
投
与
の
場
合
は
上
部
消
化
管

内
視
鏡
で
逆
流
性
食
道
炎
が
治

癒
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
必
要
あ
り
。
そ
の
後
の
維
持

療
法
は
10
㎎
1
日
1
回
投
与
の

み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
維
持

療
法
で
1
月
以
上
経
過
後
の
再

燃
例
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
手

順
を
踏
め
ば
20
㎎
投
与
お
よ
び

1
日
2
回
投
与
を
繰
り
返
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
も
あ
る
）。

　
「
国
保
の
現
状
と
未
来
」
で

は
、
電
子
化
に
よ
り
突
合
や
縦

覧
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
医

師
の
レ
セ
プ
ト
を
医
師
が
審
査

す
る
の
は
理
に
合
わ
な
い
と
、

医
療
機
関
が
直
接
保
険
者
に
レ

セ
プ
ト
を
提
出
し
疑
義
の
あ
る

も
の
の
み
を
審
査
員
が
審
査
す

る
と
い
う
案
が
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
た
。

 

（
乙
訓
・
角
水 

正
道
）

　
協
会
医
療
安
全
対
策
部
会
は

「
先
を
み
す
え
た
不
利
に
な
ら

な
い
対
応
―
こ
こ
だ
け
の
話
」

の
テ
ー
マ
で
、
医
療
安
全
担
当

者
交
流
会
を
6
月
28
日
に
開
催

し
た
。
講
師
は
、
新
進
気
鋭
の

京
都
中
央
法
律
事
務
所
弁
護
士

の
福
山
勝
紀
氏
。
出
席
は
17
人

（
5
病
院
1
診
療
所
）
で
あ
っ

た
。

　
福
山
氏
は
、
基
本
的
法
律
の

常
識
の
話
と
と
も
に
病
院
側
の

対
応
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
項

目
ご
と
に
質
疑
応
答
や
意
見
交

換
も
行
わ
れ
、
理
解
が
深
ま
る

有
意
義
な
交
流
会
と
な
っ
た
。

　
以
下
、
福
山
氏
の
解
説
を
一

部
紹
介
す
る
。

　
医
療
機
関
側
に
何
の
非
も
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
申
し
訳

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
認
め

る
こ
と
は
避
け
る
。
道
義
的
謝

罪
は
や
む
を
得
な
い
が
、
何
ら

ミ
ス
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
責
任
を
認
め
る
よ
う
な
発

言
を
し
て
し
ま
う
と
後
々
、
訴

訟
等
に
な
っ
て
も
、「
あ
の
時
、

医
師
は
責
任
を
認
め
た
」「
発

言
を
翻
し
て
い
る
」
等
と
言
わ

れ
か
ね
な
い
の
で
、
安
易
に
謝

罪
を
す
る
こ
と
は
避
け
る
。

　
ま
た
、
単
に
ク
レ
ー
ム
を
つ

け
る
だ
け
で
、
受
付
に
居
座

り
、
他
の
患
者
に
迷
惑
を
か
け

る
よ
う
な
場
合
で
、
医
療
機
関

か
ら
出
て
い
く
よ
う
に
指
示
し

て
も
出
て
行
か
な
い
場
合
に

は
、
刑
法
1
3
0
条
の
不
退
去

罪
に
該
当
す
る
。
場
合
に
よ
っ

て
は
同
法
2
3
4
条
の
威
力
業

務
妨
害
罪
に
該
当
す
る
場
合
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

警
察
を
呼
ん
で
も
ら
う
し
か
な

い
。
警
察
が
来
れ
ば
、
あ
る
程

度
態
度
も
鎮
静
化
し
、
退
去
す

る
可
能
性
が
高
い
。

　
も
し
謝
罪
が
必
要
な
場
合

は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
で
は

な
く
、
医
療
機
関
の
責
任
者
が

行
う
。当
事
者（
特
に
看
護
師
）

を
謝
罪
の
場
に
出
し
て
し
ま
う

と
、
患
者
側
（
遺
族
）
か
ら
の

罵
倒
を
受
け
る
等
し
て
精
神
的

ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
休
職
、
ひ
い

て
は
退
職
を
し
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
当
事
者

が
「
医
療
機
関
は
私
を
守
っ
て

く
れ
な
か
っ
た
」
等
、
別
の
問

題
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
る
と

の
実
例
が
報
告
さ
れ
、
当
事
者

が
直
接
謝
罪
す
る
場
合
は
、

ケ
ー
ス
を
見
極
め
る
べ
き
と
指

摘
し
た
。 

し
、
性
的
に
は
男
性

で
も
脳
は
女
性
的
に

な
っ
て
し
ま
う
こ

と
。
左
右
の
脳
を
繋

ぐ
脳
梁
の
大
き
さ
の

違
い
か
ら
、
女
の
脳

は
左
右
の
脳
を
総
合

高
齢
者
大
学
で
健
康
講
座

垣
田
敬
治
氏
が
脳
の
不
思
議
と
糖
尿
病
の
概
説

京都2014
高齢者大学

熱心に解説する垣田氏

小
児
の
感
染
症
で
講
演
す
る
大
石
氏

保
険
診
療
留
意
点
を
項
目
ご
と
に

解
説
す
る
角
水
氏

小
児
下
気
道
感
染
症
の

最
近
の
現
状
と
今
後
の
課
題

消
化
器
疾
患
で
の
保
険
診
療
注
意
点
を
検
討

小
児
科
診
療
内
容
向
上
会
レ
ポ
ー
ト

消
化
器
診
療
内
容
向
上
会
レ
ポ
ー
ト

　
第
39
回
小
児
科
診
療
内
容
向
上
会
が
京
都
小
児
科
医
会
、
京
都
府
保
険
医
協
会
、

M
eiji Seika

フ
ァ
ル
マ
株
式
会
社
の
共
催
で
3
月
29
日
に
開
催
さ
れ
た
。
京
都
小
児

科
医
会
理
事
の
辻
幸
子
氏
の
司
会
で
開
会
。
京
都
小
児
科
医
会
会
長
の
吉
岡
博
氏
、
京
都

府
保
険
医
協
会
副
理
事
長
の
渡
邉
賢
治
氏
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
京
都
小
児
科
医
会
理
事
で

京
都
府
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
国
民
健
康
保
険
診
療
報
酬
審
査
委
員
会
委
員
の
川
勝

秀
一
氏
が
「
新
点
数
の
留
意
事
項
と
最
近
の
審
査
事
情
」
を
解
説
し
た
。
そ
の
後
、
新
潟

大
学
医
歯
学
総
合
病
院
小
児
科
助
教
の
大
石
智
洋
氏
が
「
小
児
下
気
道
感
染
症
の
起
炎
菌

に
つ
い
て
」
と
題
し
た
講
演
を
行
っ
た
。

　
消
化
器
診
療
内
容
向
上
会
を
4
月
5
日
に
京
都
平
安
ホ
テ
ル
で
、
京
都
消
化
器
医
会
、

京
都
府
保
険
医
協
会
、
エ
ー
ザ
イ
株
式
会
社
の
共
催
に
よ
り
開
催
し
た
。
今
回
は
、
恒
例

の
「
消
化
器
疾
患
に
お
け
る
保
険
診
療
上
の
注
意
点
」（
角
水
正
道
氏
）
の
他
に
、
中
島

悦
郎
氏
よ
り
「
国
保
の
現
状
と
未
来
」
に
つ
い
て
講
演
が
あ
っ
た
。

経
験
談
交
え
た 「
こ
こ
だ
け
の
話
」

 
医
療
安
全
担
当
者
交
流
会
開
く

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 8 月 5 日第 2 9 0 1 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月 5日･20日･25日発行



　
Ｑ
、
介
護
保
険
の
居
宅
療
養

管
理
指
導
を
実
施
す
る
に
は
ど

の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で

し
ょ
う
か
。

　
Ａ
、
保
険
医
療
機
関
は
、
居

宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
所
指

定
を
受
け
て
い
る
と
み
な
さ
れ

ま
す
の
で
、
事
業
所
の
指
定
申

請
は
不
要
で
す
（
指
定
を
返
上

し
て
い
る
場
合
は
再
度
指
定
を

受
け
る
必
要
あ
り
）。
た
だ
し

京
都
府
ま
た
は
京
都
市
へ
「
介

護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等

に
関
す
る
届
出
書
〈
指
定
事
業

者
用
〉」
の
提
出
が
必
要
で
す

（
様
式
は
府・市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）。
請

求
は
国
保
連
合
会
に
行
い
ま
す

が
、
事
前
に
届
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
請
求
方
法
等
に
つ
い

て
は
連
合
会
発
行
の
請
求
要
領

を
ご
参
照
下
さ
い
。

　
な
お
、
介
護
保
険
事
業
の
実

施
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
文
書

を
準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ア
、
運
営
規
程

　
イ
、
院
内
掲
示
文
書

　
ウ
、
利
用
者
へ
の
説
明
文
書

　
エ
、
利
用
者
か
ら
の
苦
情
を

処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
処
置

の
概
要

　
内
容
・
文
例
等
に
つ
い
て

は
、『
在
宅
医
療
点
数
の
手
引
』

（
保
団
連
発
行
）
に
掲
載
し
て

（
40
歳
代
後
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
胆
石
胆
嚢
炎
に
対
し
て
胆
嚢

炎
治
療
後
、
腹
腔
鏡
下
胆
嚢
摘

出
術
を
施
行
し
た
。そ
の
際
、炎

症
に
よ
る
癒
着
が
強
く
内
視
鏡

的
剥
離
操
作
に
手
間
取
っ
た
。

胆
嚢
管
の
分
岐
部
が
比
較
的
肝

門
部
に
近
く
、
胆
嚢
管
を
確
実

に
同
定
す
る
為
に C
alot 

の

三
角
を
確
認
し
よ
う
と
し
た

が
、
肝
門
部
の
剥
離
が
十
分
に

で
き
ず
総
胆
管
を
切
離
し
て
し

ま
っ
た
。
す
ぐ
そ
れ
に
気
づ
き

開
腹
術
に
移
行
し
て
、
胆
管
造

影
で
総
胆
管
誤
認
切
離
を
改
め

て
確
認
し
た
後
に
胆
管
空
腸
吻

合（
ル
ー
ワ
イ
吻
合
）で
再
建
し

た
。
な
お
、
手
術
は
約
4
時
間

を
要
し
た
。
当
該
医
師
は
卒
後

8
年
で
手
術
に
は
他
に
卒
後
3

年
、12
年
の
医
師
が
い
た
。医
療

機
関
で
は
胆
嚢
症
の
手
術
を
1

年
に
40
〜
50
件
ほ
ど
施
行
し
て

い
る
。
患
者
は
一
旦
退
院
し
た

が
、
同
日
、
腹
痛
で
再
度
入
院

と
な
り
経
過
観
察
と
し
た
。

　
患
者
側
は
当
面
は
治
療
を
優

先
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
が
、

休
業
補
償
等
、
賠
償
請
求
も

行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
カ
ル
テ

開
示
と
術
中
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
要
求

し
た
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
腹

腔
鏡
下
胆
嚢
摘
出
術
で
最
も
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
総
胆

管
を
誤
認
し
て
切
離
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
、
手
技
上
と
い

う
よ
り
も
手
術
の
手
順
が
踏
め

て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
明
ら

か
な
医
療
過
誤
と
判
断
し
た
。

ま
た
、
患
者
側
の
要
求
通
り
、

カ
ル
テ
等
の
情
報
開
示
は
実
行

し
た
。
事
故
後
は
、
①
治
療
を

最
優
先
し
患
者
の
回
復
に
努
め

る
②
原
因
の
究
明
と
再
発
防
止

③
誠
意
あ
る
賠
償
―
を
基
本
方

針
と
し
て
チ
ー
ム
を
発
足
さ
せ

た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

2
年
6
カ
月
間
を
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
患
者
の
癒
着
が
強
か
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
医

療
機
関
の
主
張
通
り
、
腹
腔
鏡

下
胆
嚢
摘
出
術
で
最
も
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
総
胆
管
を

誤
認
し
て
切
離
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
は
、
過
誤
と
判
断
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
癒
着
が
強
固
な
時

ほ
ど
、
よ
り
注
意
す
べ
き
で
あ

り
、
癒
着
が
強
い
こ
と
が
分

か
っ
た
段
階
で
開
腹
術
に
移
行

す
べ
き
で
、
仮
に
事
故
が
発
生

し
て
い
な
く
て
も
開
腹
は
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
医
療
機
関
も
患
者
の
癒
着

の
程
度
か
ら
も
っ
と
早
く
開
腹

す
べ
き
だ
っ
た
と
判
断
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
患
者
側
が
法

外
な
賠
償
金
を
請
求
し
て
き
た

の
で
、
や
む
を
得
ず
医
療
機
関

側
か
ら
裁
判
所
に
債
務
額
確
定

調
停
を
申
し
立
て
た
が
、
不
調

に
終
わ
り
裁
判
と
な
っ
た
。
医

事
紛
争
は
一
般
的
に
い
っ
て
、

ま
ず
医
療
過
誤
の
有
無
が
問
題

と
な
る
が
、
医
療
過
誤
が
認
め

ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
患
者

側
の
請
求
額
を
必
ず
し
も
承
諾

す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
裁

判
に
お
い
て
患
者
の
請
求
額
が

満
額
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
、

ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
患
者
側
（
弁
護
士
）

の
請
求
に
も
疑
問
が
持
た
れ
る

ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

〈
解
決
方
法
〉

　
明
ら
か
な
医
療
過
誤
が
存
在

し
た
の
で
、
当
然
な
が
ら
患
者

側
の
勝
訴
に
終
わ
っ
た
が
、
判

決
額
は
訴
額
の
30
分
の
1
で

あ
っ
た
。

　
刑
法
に
は
賭
博
、
常
習
賭
博
、

賭
博
場
開
帳
図
利
、
富
く
じ
発
売

な
ど
の
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

バ
ク
チ
で
金
銭
を
失
っ
て
も
、
本

人
が
承
知
の
上
の
こ
と
な
の
に
、

な
ぜ
犯
罪
に
な
る
の
か
。

　
多
く
の
学
説
や
判
例
は
、
放
置

す
る
と
国
民
の
射
幸
心
を
あ
お

り
、
勤
労
意
欲
を
低
下
さ
せ
て
経

済
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
金
銭
目
的

の
他
の
犯
罪
も
誘
発
さ
れ
る
た

め
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
被
害
者

が
い
な
く
て
も
、
善
良
な
風
俗
を

乱
し
て
社
会
的
法
益
を
害
す
る
タ

イ
プ
の
罪
に
あ
た
る
と
い
う
。

　
そ
れ
に
し
て
は
競
馬
、
競
輪
、

競
艇
、
オ
ー
ト
レ
ー
ス
の
公
営

ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
、
人
気
下
降
気
味

な
が
ら
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、

宝
く
じ
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
く
じ
は

大
々
的
な
宣
伝
を
展
開
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
パ
チ
ン
コ
・
パ
チ
ス
ロ

は
昨
年
末
の
警
察
庁
調
べ
で
1
万

1
8
9
3
店
。
病
院
の
総
数
（
8

5
0
0
余
り
）
よ
り
多
い
。
第
三

者
の
景
品
交
換
所
を
介
す
る
か
ら

賭
博
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
解
釈

だ
が
、
ど
れ
だ
け
の
客
が
単
な
る

遊
技
場
と
し
て
来
店
す
る
だ
ろ
う

か
。
4
6
1
万
台
と
い
う
器
械
の

数
は
、
世
界
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
マ
シ

ン
の
6
割
を
占
め
る
と
い
う
。

　
売
り
上
げ
（
2
0
1
1
年
度
）

は
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
4
兆
円
余

り
、
宝
く
じ
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
く

じ
が
1
兆
円
、
パ
チ
ン
コ
が
19
兆

円
近
く
に
の
ぼ
り
、
計
25
兆
円
。

国
民
医
療
費
（
11
年
度
39
兆
円
）

の
3
分
の
2
に
相
当
す
る
。

　
飲
酒
に
関
す
る
厚
労
省
研
究
班

の
調
査
（
08
年
実
施
）
に
基
づ
く

推
計
で
は
、
成
人
男
性
の
9
・
6

％
、
成
人
女
性
の
1
・
6
％
が

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
だ
と
い
う
。

単
純
に
成
人
人
口
に
掛
け
る
と
、

5
0
0
万
人
を
超
す
病
的
ギ
ャ
ン

ブ
ラ
ー
が
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
自
分
の
意
志
だ
け
で
は
容
易
に

や
め
ら
れ
な
い
の
が
依
存
症
だ
。

勝
っ
た
時
の
快
感
が
忘
れ
ら
れ

ず
、
失
っ
た
金
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で

取
り
戻
そ
う
と
す
る
。
借
金
を
重

ね
る
。
も
う
や
ら
な
い
と
ウ
ソ
を

つ
く
。
家
族
の
金
品
を
く
す
ね

る
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
よ
る
借
金
が

横
領
、
窃
盗
、
強
盗
、
殺
人
と

い
っ
た
犯
罪
に
つ
な
が
っ
た
例
も

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　
た
と
え
合
法
で
あ
っ
て
も
、
経

済
破
綻
に
よ
る
生
活
困
窮
者
、
家

庭
崩
壊
、
犯
罪
者
を
多
数
生
み
出

し
て
お
り
、
家
庭
と
社
会
に
及
ぼ

し
て
い
る
害
は
巨
大
だ
。
自
己
責

任
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
。
依
存

性
の
あ
る
薬
物
と
同
様
に
、
精
神

を
む
し
ば
む
と
い
う
個
人
へ
の
加

害
性
も
重
視
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
そ
ん
な
状
況
な
の
に
、
カ
ジ
ノ

推
進
法
案
で
あ
る
。
外
国
の
金
持

ち
を
呼
び
込
ん
で
経
済
活
性
化
に

つ
な
げ
る
と
い
う
が
、
日
本
人
の

ほ
う
が
大
勢
は
ま
っ
て
、
た
ん
ま

り
巻
き
上
げ
ら
れ
、
新
た
な
依
存

者
を
生
む
に
違
い
な
い
。

　
日
本
は
す
で
に
世
界
有
数
の

ギ
ャ
ン
ブ
ル
大
国
で
あ
り
、
そ
の

対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
先
決
だ
。

　
精
神
医
学
の
診
断
基
準
（
Ｉ
Ｃ

Ｄ
―
10
）
に
は
「
病
的
賭
博
」
の

病
名
が
あ
り
、
保
険
診
療
の
対
象

に
な
る
。
だ
が
治
療
に
あ
た
る
医

療
機
関
は
と
て
も
少
な
い
。
効
く

薬
は
な
く
、
有
効
な
の
は
集
団
精

神
療
法
ぐ
ら
い
だ
。
Ｇ
Ａ
（
ギ
ャ

ン
ブ
ラ
ー
ズ
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
）
や

依
存
症
回
復
支
援
施
設
（
た
と
え

ば
京
都
マ
ッ
ク
）
な
ど
の
自
助
グ

ル
ー
プ
に
参
加
し
て
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
を
断
ち
続
け
る
し
か
な
い
。

　
依
存
症
の
治
療
と
予
防
、
そ
し

て
病
気
の
根
源
で
あ
る
ギ
ャ
ン
ブ

ル
自
体
を
ど
う
す
る
か
は
、
社
会

全
体
の
課
題
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
医
学
・
医
療
界
が
率
先
し
て

取
り
組
む
べ
き
疾
病
対
策
・
公
衆

衛
生
の
課
題
で
あ
る
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
い
う
病

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

な
が
ら
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、

の

40

お
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
利
用

下
さ
い
。

　
ま
た
、
居
宅
療
養
管
理
指
導

の
単
位
数
が
4
月
に
改
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
3
月
以
前
よ
り
実

施
さ
れ
て
い
る
医
療
機
関
で

は
、
改
定
を
反
映
し
た
単
位
数

で
請
求
さ
れ
て
い
る
か
、
今
一

度
ご
確
認
下
さ
い
。

金
融
共
済
委
員
会

（
7
／
23
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
5
件
、
加
入
3
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
3
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

総

胆

管

を

誤

っ

て

切

離

そ
の
後
に
法
外
な
賠
償
請
求

協会入居のビル名が変わります。

（旧） 第41長栄カーニープレイス四条烏丸

（新）インターワンプレイス烏丸
　協会印刷物も順次変更していきますの
で、ご了承ください。

介
護
保
険
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て

　医療・介護総合確保法に基づき実施される「病床機能報告制度」「地域医療
構想（ビジョン）策定」を中心に、現在ある情報を整理しお伝えするととも
に、14年度診療報酬改定を、中小規模病院へのメッセージという視点で捉え
報告する、中小規模病院限定「医療政策セミナー」を企画。
　参加対象病院にはすでにダイレクトメールで案内・申込書をお送りしていま
すが、お手元にない場合は、協会までご連絡下さい。

日　時 8月28日 （木）午後２時～午後４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
テーマ ①「病床機能報告制度と地域医療構想（ビジョン）の狙い （仮題）」
 ②「14年度改定における中小規模病院へのメッセージ （仮題）」
対　象 中小規模病院 （200床未満） の管理者 （院長） および事務長
参加費 無料（ただし、会員病院に限る。要事前申込）
申込方法 　 専用の申込用紙にて申込み

（１病院２人まで。定員（60名）に達し次第受付終了）

中小規模病院限定!!

お問い合わせは協会事務局 （☎075-212-8877　担当：花山） まで

医療政策セミナー
「中小規模病院の将来を考える」

ぜひご参加
ください！

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 8 月 5 日 第 2 9 0 1 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行

医
師
が
選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
2



 　現代における病院の医療は基本的には、同一施設に所属する幾つ
かの専門分野にまたがる医療従事者で構成された診療体制で行われ
ている。夫々専門性のある各科の医師や看護師、検査技師などが連
携を保って共助することによって、個々の患者に対する総体として
の適切な医療の供給が見込まれているといえる。これが案件により
主治医体制を採り、関係する複数の医療従事者が連携した医療を進
める場合にはチーム医療と呼ばれる。
　もし、このようなチ－ム医療のどこかでミスが生じて患者に悪し
き結果が発生した時は、そのミスに直接関わった個々の医療従事者
の注意義務違反の有無が問議されることとなる。そこでその個別ミ
スの有無がはっきりすればいいが、しない場合には当該チーム全体
の連携医療のどこかにミスがなかった否かをチエックすることになる。
 　1983（昭和58年）５月20日横浜
地裁判決は、病室内での妊婦の
突然の分娩により、娩出した新
生児に対する措置が遅れて重
度の脳性麻痺が生じた事例で、
立ち会った当直医の医師や准
看護師の過失は認められない
が、病院として見て妊婦に対し
てとるべき行動としては、手落
ちがあった、患者に対する組織
医療としての看視態勢に不備があったと認めざるを得ないとして病
院の医療施設自体の不法行為責任（民法709条）を認定した。個々
の医師や看護師でなく、施設自体の不法行為責任を問うた珍しい判
例であった。
 　2013年３月28日京都地裁判決でも、病院の夜間における外科手術
後の患者に対する呼吸状態の看視態勢に手落ち、不備があったとし
て、当番看護師の個別的な過失をストレ－トに問うことなく、病院
の組織医療としての看視態勢に不備（法人組織としての過失）が
あった、それで患者が死亡したと認定して病院自体の不法行為責任
を認めた。
　医療訴訟における損害賠償裁判は医師らの個人責任主義が建前で
ある。病院が責任を取らされるのは、医師らの使用者としての使用
者責任である（民法715条）。この使用者責任は、あくまで医師らの
個別過失責任の有無が前提である。医師らに過失責任があってはじ
めて病院の使用者責任の有無が問議される。その結果、病院に個々
の医師らについての「選任、監督上の手落ち」がなければ、病院は
免責されるのである。そもそも医師らに過失責任がなければ、病院
の使用者責任も当然ないのである。
 　しかるにこの判決は、病院の「使用者責任」の有無に一言も触れ
ないで、いきなり「組織医療」という、医学的にも法律的にも熟し
ていない社会的な言葉を持ち込んで、病院自体を「組織体」としての
法的違法行為者と見做し、その直接的責任を問うたのである。
　このような裁判は極めて大胆な法的整合性を欠くものである。そ
れだけに医師ら個人の行為を特定しないで、法人としての病院が組
織的に採るべき行動を問題とした点、疑問が大きいのである。かか
る場合の病院の過失行為、手落ちとは何か。具体的に把握しにく
い。規範的意味を特定できない。裁判官の裁量による認定の幅が大
き過ぎる。これでは、事案の結果だけを見ての結果責任を医療機関
に問うただけではないか。裁判の法的安定性を欠く惧れが大きい。
医療機関における具体的な「医療安全対策」も予測困難で、総花的
なものとならざるを得ない。裁判に対する予測困難性を増すだけで
あろう。

組織医療と結果責任について

日
韓
比
較「
医
療
と
法
」学
会

　
第
2
回
研
究
大
会

　
日
　
時　
8
月
23
日
（
土
）

9
時
30
分
〜
17
時
50
分

　
5
月
10
日
、
伏
見
区
に
あ

る
、
松
本
酒
造
さ
ん
に
行
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
松
本
酒
造
さ

ん
は
、
18
世
紀
末
に
屋
号
「
澤

屋
」
と
し
て
酒
造
り
を
始
め
た

老
舗
で
す
。
日
出
盛
や
桃
の
滴

な
ど
が
主
な
製
品
で
、
私
も
日

　
ま
ず
は
畫が

ぼ
う
え
ん

舫
園

と
名
付
け
ら
れ
た

庭
園
を
松
本
社
長

に
案
内
し
て
い
た

だ
き
、
お
酒
を
造

る
こ
と
が
人
を
も

て
な
す
こ
と
に
通

じ
て
い
る
こ
と
を

教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
次
に
案
内
い
た

だ
い
た
巨
大
な
酒

蔵
は
、
な
ん
と
1

9
2
2
年
（
大
正

11
年
）
に
建
て
ら

だ
き
、
試
飲
会
と
い
う
よ
り
も

宴
会
と
な
っ
て
終
了
い
た
し
ま

し
た
。

　
本
当
に
楽
し
い
会
で
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
ろ
か
ら
お
い
し
く
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
の
で
、
今
回
の
企

画
を
非
常
に
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
し
た
。

　
竹
田
駅
に
午
後
2
時
20
分
集

合
。
風
は
多
少
強
い
も
の
の
好

天
に
恵
ま
れ
、
タ
ク
シ
ー
に
分

乗
し
て
出
発
。
数
分
で
、
新
高

瀬
川
西
岸
に
あ
る
酒
造
場
に
到

着
い
た
し
ま
し
た
。

れ
た
木
造
建
築
で
す
。
そ
の
翌

年
の
関
東
大
震
災
で
国
の
建
築

基
準
が
見
直
さ
れ
た
た
め
に
、

現
在
稼
働
し
て
い
る
木
造
建
築

物
と
し
て
は
最
大
級
の
2
0
0

0
平
米
の
敷
地
を
誇
り
ま
す
。

　
外
観
は
年
季
の
入
っ
た
木
造

建
築
で
す
が
、
内
部
で
は
近
代

的
な
機
械
に
よ
っ
て
お
酒
が
造

ら
れ
て
い
ま
す
。
当
日
は
日
出

盛
が
仕
込
ま
れ
て
お
り
、
発
酵

中
の
も
ろ
み
を
見
学
し
ま
し

た
。
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
19
度
の

濃
厚
な
味
わ
い
に
舌
鼓
を
打
ち

ま
し
た
。
更
に
こ
の
酒
蔵
は
現

役
最
古
の
木
造
と
い
う
こ
と

で
、
経
済
産
業
省
の
近
代
化
産

業
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
ま
た
、

京
都
市
の
景
観
重
要
建
造
物
に

も
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

耐
震
化
工
事
を
施
行
す
る
際
に

も
金
属
は
一
切
使
用
せ
ず
、
全

て
木
製
の
耐
震
材
を
用
い
た
と

の
こ
と
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　
そ
の
後
ホ
ー
ル
に
移
り
、
お

待
ち
か
ね
の
試
飲
会
の
開
始
で

す
。
伏
見
の
な
か
う
ね
酒
店
さ

ん
の
ご
厚
意
で
カ
ツ
オ
の
酒

盗
、
干
し
ホ
タ
ル
イ
カ
、
チ
ー

ズ
の
酒
粕
漬
け
と
い
う
、
日
本

酒
に
最
適
の
お
つ
ま
み
も
供
さ

れ
、
ま
ず
は
桃
の
滴
で
乾
杯
で

す
。
そ
の
後
屋
号
を
冠
し
た

「
澤
屋
ま
つ
も
と
」
な
ど
の
お

い
し
い
お
酒
を
皆
で
沢
山
い
た

酒造りはもてなしに通ず
石島　健（右京）

文化企画

酒蔵見学のあとはお楽しみの試飲会

「澤屋まつもと」のお酒は、
アミスで紹介しています。
本紙に案内を同封していますので、
ご覧下さい。

　
場
　
所　
関
西
学
院
大
学　

上
ヶ
原
キ
ャ
ン
バ
ス　
Ｂ
号
館

3
2
6
号
教
室

　
テ
ー
マ　
①
医
療
事
故
に
お

け
る
過
失
と
因
果
関
係
の
立
証

②
延
命
治
療
の
中
止
（
い
わ
ゆ

る
尊
厳
死
）

　
参
加
費　
3
0
0
0
円

※
懇
親
会
は
、別
途
6
0
0
0
円

　
内
　
容　
基
調
講
演
「
医
療

と
法
を
め
ぐ
る
課
題
」
滝
井
繁

男
氏
（
元
最
高
裁
判
所
判
事
・

弁
護
士
）／
第
1
部　
医
療
事

故
に
お
け
る
過
失
と
因
果
関
係

の
立
証　
①
「
過
失
・
因
果
関

係
の
証
明
責
任
に
関
す
る
日
本

の
判
例
上
の
法
理
」
石
川
寛
俊

氏
（
関
西
学
院
大
学
司
法
研
究

科
教
授
・
弁
護
士
）
②
「
過

失
・
因
果
関
係
の
証
明
責
任
に

関
す
る
判
例
上
の
法
理
」
金
敏

圭
氏
（
東
亜
大
学
校
法
学
専
門

大
学
院
教
授
）／
第
2
部　
延

命
治
療
の
中
止
（
い
わ
ゆ
る
尊

厳
死
）　
①
「
日
本
の
尊
厳
死

〜
判
例
・
法
案
・
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
等
〜
」
平
野
哲
郎
氏
（
立
命

館
大
学
法
学
部
教
授
・
弁
護

士
）／
②
「
延
命
治
療
の
中
断

と
成
年
後
見
と
関
連
す
る
患
者

の
権
利
（
自
己
決
定
権
）」
朴

仁
煥
氏
（
仁
荷
大
学
校
法
学
専

門
大
学
院
教
授
）／
総
合
討
論

／
懇
親
会

個人診療所も
法人カードを
持てます！
　京都クレジットサービス㈱と提携してい
るゴールドカードは、京都府保険医協会の
会員は個人・家族・法人カードとも年会費
は永久無料です。
　また、個人診療所の会員も事業用決済
カードとして法人カードを申し込むことが
できます。
　本号に法人
カードの申込書
類を同封してお
りますので、ぜ
ひ、お申し込み
下さい。

※ 上記は、個人用のクレジットカードです。
法人用クレジットカードには協会マスコッ
トのふくろうは印刷されていません。

「見せる」

日　時　 8 月21日 （木）午後 2 時～
場　所　京都府保険医協会・ルームB～Ｃ
講　師　フォトグラファー　山本 喬之 氏
参加費　無料（要申込）

　院内広報やブログにアップする写真など、
人に「見せる」写真の撮影方法についての
講習会です。
　ぜひご参加下さい。

写真の撮り方講習会

第
6
回
　
西
京
区

認
知
症
区
民
公
開
講
座

　
申
込
方
法　
石
川
寛
俊
法
律

事
務
所
の
メ
ー
ル
：

ishikaw
a-law

@
chorus.

ocn.ne.jp 

あ
て
に
①
氏
名
②

所
属
③
参
加
人
数
④
研
究
大

会
・
懇
親
会
参
加
の
有
無
⑤
領

収
書
送
付
先
を
明
記
で
ご
連
絡

の
上
、
記
載
口
座
に
参
加
費
を

お
振
込
み
下
さ
い
。

　
申
込
締
切　
8
月
16
日（
土
）

　
振
込
先　
り
そ
な
銀
行 

　
　
　
　
　
南
森
町
支
店

　
普
通
・
0
2
5
6
4
4
1

　
口
座
名
義 

日ニ
ッ
カ
ン
ヒ
カ
ク

韓
比
較

「
医イ

リ
ョ
ウ
ト
ホ
ウ

療
と
法
」学ガ

ッ
カ
イ会　
預ア

ズ
カ
リ
キ
ン
グ
チ

り
金
口

弁ベ
ン
護ゴ

士シ　
石イ

シ
カ
ワ川
寛ヒ

ロ
ト
シ俊

　
日
　
時　
9
月
6
日
（
土
）

午
後
2
時
〜
4
時

　
場
　
所　
京
都
市
西
文
化
会

館
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ホ
ー
ル

　
講
　
演　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

病
に
つ
い
て
―
そ
の
予
防
―

　
講
　
師　
早
川
一
光
氏
（
総

合
人
間
研
究
所
所
長
）

　
入
　
場　
無
料
、
定
員
4
0

0
人
（
申
込
不
要
）

　
問
合
せ　
西
京
区
認
知
症
地

域
ケ
ア
協
議
会
事
務
局
（
☎
0

7
5
・
3
9
3
・
5
7
3
3
）

＜協会事務局休務のご案内＞　8月 15日（金）～16日（土）　※協会事務局は左記の期間、夏季休務とさせていただきます。ご了承下さい。

莇
　 
立 
明
（
弁
護
士
）

医
療
訴
訟
の
傾
向
に
つ
い
て
思
う
こ
と 

⑧
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